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県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針アンケート調査結果について 
 

 埼玉県では、平成１３年４月１日から全庁的に化学物質による人や生態系への影響を極力抑え

るため、病害虫等の発生の有無を確認せずに定期的に薬剤散布を行わないことや内分泌かく乱（い

わゆる環境ホルモン）作用が疑われる物質を含む薬剤は、その作用が明確になるまでは当面使用

しないことなどを定めた「埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針」（平成１３

年２月８日副知事決裁(以下「取組方針」という。)）に基づく取組を進めています。 

 取組方針の推進状況を把握するため、平成１３年度から３年毎に全庁的に調査を行っています。

最近の状況を把握するため、令和７年度にアンケート調査を行い、概要を下記のとおり取りまと

めました。 

記 

１ 調査の概要 

（１） 目的 

    取組方針の最近の推進状況を把握し、今後の対策の基礎資料とします。 

 

（２） 調査対象 

  ア 知事部局、企業局、下水道局、教育局、県警本部の所管するすべての県有施設 

  イ 県庁舎、県営住宅、県立学校等の建物周辺、公園や道路沿いなどに県が植栽、または管      

理義務を持つ樹木、植栽等。（試験研究、生産管理等の目的のために栽培されているものを      

除く。） 

    なお、道路または河川等の樹木・植栽等の管理においては、「道路樹木」、「河川樹木」な

どの管理業務単位でまとめることとしました。 

 

（３） 調査方法 

    各部局の主管課を通じ、県有施設管理者にアンケートシステム（forms）上で回答を依頼

し、集計を行いました。 

 

（４） 調査内容 

  ア 施設管理に関する事項 

   (ｱ) 病害虫等発生の有無及び発生病害虫等の種類 

   (ｲ) 病害虫等発生時の防除方法 

   (ｳ) 定期的な薬剤使用（散布）の有無 

   (ｴ) 使用（散布）した薬剤の種類 

   (ｵ) 薬剤使用（散布）時の安全確保対策 

  イ 樹木管理に関する事項 

   (ｱ) 病害虫発生の有無及び発生病害虫の種類 

   (ｲ) 病害虫発生時の防除方法 

   (ｳ) 定期的な農薬使用（散布）の有無 

   (ｴ) 使用（散布）した農薬の種類 

   (ｵ) 農薬使用（散布）時の安全確保対策 

   (ｶ) 環境省作成「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」の認識 
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   (ｷ) 「住宅地等における農薬使用について（環境省水・大気環境局長及び農林水産省消費・ 

     安全局長通知）」の認識 

   (ｸ)  植栽管理業務を委託する際の入札資格要件について 

  ウ 取組方針に関する意見・要望 

 

（５） 調査対象期間 

    令和７年４月１日から令和７年８月３１日まで 

  

２ 調査の結果 

（１） 回答数 

本アンケートの調査対象件数は５０８件で、そのうち４７３件（９３．１％）から回答

が得られました。 

施設管理を行っているのは４５１施設、樹木管理を行っているのは４４７か所でした。 

 

表１ 部局別アンケート調査回答数 

  回答区分 
未回答 計 

  施設＋樹木 施設のみ 樹木のみ 

企画財政部 6 0 0 0 6 

総務部 17 0 0 0 17 

県民生活部 7 2 0 0 9 

危機管理防災部 2 0 1 0 3 

環境部 9 3 1 0 13 

福祉部 20 0 0 0 20 

保健医療部 18 0 1 0 19 

産業労働部 14 0 0 0 14 

農林部 23 2 0 0 25 

県土整備部 18 9 16 2 45 

都市整備部 33 1 3 0 37 

企業局 18 0 0 1 19 

下水道局 32 0 0 0 32 

教育局 170 6 0 32 208 

警察本部 38 3 0 0 41 

  425 26 22 35 508 

 

 （参考）過去の調査における回答区分 

     平成 13 年度  施設：490 施設  樹木：1299 か所 

     平成 16 年度  施設＋樹木：467 施設等 施設のみ：15施設 樹木のみ：27か所 

     平成 19 年度  施設＋樹木：450 施設等 施設のみ：15施設 樹木のみ：26か所 

     平成 22 年度  施設＋樹木：435 施設等 施設のみ：12施設 樹木のみ：27か所 

     平成 25 年度  施設＋樹木：412 施設等 施設のみ：24施設 樹木のみ：27か所 
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     平成 28 年度  施設＋樹木：417 施設等 施設のみ：40施設 樹木のみ：24か所 

     令和元年度   施設＋樹木：425 施設等 施設のみ：34施設 樹木のみ：24か所 

     令和４年度  施設＋樹木：381 施設等 施設のみ：36 施設 樹木のみ：25 か所 

    ※ 平成１３年度の調査で路線ごと及び河川ごとに求めた調査票の記入を、平成１６年     

度の調査から「道路樹木」、「河川樹木」などの管理単位としたため、樹木管理の回答     

数が大幅に少なくなっています。 

    ※ 地方独立行政法人化により病院局は令和４年度調査から対象外となっています。 

 

（２） 病害虫等発生の有無及び発生病害虫等の種類（病害虫等の種類については複数回答有） 

病害虫等発生の有無は図１のとおりです。県有施設４５１施設のうち、２００施設（４

４.３％）で病害虫等の発生があり、初回調査の平成１３年度を除いて最も低くなりました。 

また、樹木では管理対象４４７か所のうち、１６１か所（３６.０％）で病害虫の発生が

あり、近年は３０％台を推移しています。 

発生した主な病害虫等は、施設ではゴキブリ（６１．８％）、ネズミ（１３．７％）、ハエ

（４．２％）でした。樹木では、クビアカツヤカミキリ（２６．７％）、アメリカシロヒト

リ（２２．７％）、イラガ（１１．６％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
図１ 病害虫等の発生状況 
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 （３） 病害虫等発生時の防除方法 

 施設における防除方法は図２－１のとおりです。病害虫等の発生のあった２００施設の

うち、「物理的防除のみ」が７６施設（３８．０％）、「薬剤による防除のみ」が４５施設（２

２．５％）、「物理的防除及び薬剤による防除」が４５施設（２２．５％）、「何もしなかっ

た」が２１施設（１０.５％）「その他（毒餌等）」が１３施設（６.５％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 病害虫等発生時の防除方法【施設】 
 

 また、樹木における防除方法は図２－２のとおりです。病害虫の発生のあった１６１か

所のうち、「物理的防除のみ」が５１か所（３１.７％）、「薬剤による防除のみ」が２５か

所（１５．５％）、「物理的防除及び薬剤による防除」が５１か所（３１．７％）、「何もしな

かった」が１７か所（１０.６％）、「その他（フェロモントラップ等）」が１７か所（１０.

６％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 病害虫発生時の防除方法【樹木】 
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施設及び樹木における病害虫等が発生した場合の物理的防除の割合の推移はそれぞれ図

３－１及び図３－２のとおりです（「物理的防除及び薬剤による防除」の数も計上していま

す）。 

「物理的防除」を行った割合は、平成１３年度は施設４１．２％、樹木３４．４％と比

較的低い水準でしたが、平成１６年度以降は施設で５０～６０％台、樹木で６０～７０％

台の範囲で推移しています。 

直近の令和７年度においては、施設で６０．５％、樹木で６３．４％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 病害虫等発生時の物理的防除の割合の推移【施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 病害虫発生時の物理的防除の割合の推移【樹木】 
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（４） 病害虫等の発生がない施設での薬剤等使用（散布） 

薬剤等使用（散布）数の推移は図４－１及び図４－２のとおりです。 

施設では、病害虫等の発生がなかった２５１施設のうち、薬剤を使用（散布）した施設

は９施設（３.６％）でした。薬剤を使用（散布）した理由は公衆衛生対策や食品衛生対策

等でした。 

樹木では、病害虫の発生がなかった２８６か所のうち、農薬の散布を行ったのは８か所

（２．８％）でした。農薬を使用（散布）した理由は害虫等発生予防でした。 

 

 

図４－１ 病害虫等の発生がない施設での薬剤等使用（散布）数【施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２ 病害虫の発生がない樹木へ農薬を使用（散布）した対象数【樹木】 

 

（５） 使用（散布）した薬剤の種類 

    施設管理において薬剤を使用（散布）した９９施設のうち８５施設（８５.９％）は、「医

薬品または医薬部外品」でした。また、上記９９施設のうち５７施設（５７.６％）は使用

薬剤の成分中に内分泌かく乱作用が疑われる物質がないことを確認して薬剤を使用してい

ました。 
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樹木管理において農薬を使用（散布）した８４か所のうち７７か所（９１．７％）は、

「農薬取締法に基づく登録を受けた農薬」でした。また、上記８４か所のうち５０か所（５

９．５％）は使用農薬の成分中に内分泌かく乱作用が疑われる物質がないことを確認して

薬剤を使用していました。 

 

（６） 薬剤等使用（散布）時の安全確保対策（複数回答有） 

薬剤使用（散布）時の安全確保対策は図５－１及び図５－２のとおりです。 

施設管理において薬剤を使用（散布）した９９施設で講じられた安全確保対策で多かっ

たものは、「使用上の注意遵守」が９３施設（９３.９％）、「最小限の範囲に使用（散布）」

が７７施設（７７.８％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１ 薬剤使用時の安全確保対策【施設】 

 

また、樹木管理において農薬を使用（散布）した８４か所で講じられた安全確保対策で

多かったものは、「使用方法の遵守」が８１か所（９６.４％）、「最小限の範囲に使用」が

７２か所（８５．７％）、「防除作業時の防護」が５８か所（６９.０％）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 農薬使用時の安全確保対策【樹木】 

 

施設、樹木共に多くの施設等で複数の安全対策が講じられていました。 
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（７） 環境省作成「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」の認識 

樹木管理を行っている４４７か所のうち、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」

を活用した優良な取組事例を収集した「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良

事例集(平成２５年３月環境省作成)」の内容を承知しているかについては、「知っている、

参考になった」が１６２か所（３６．２％）、「知っているが、あまり参考にならなかった」

が４０か所（８.９％）、「知らない」が２４５か所（５４.８％）でした。 

  

（８） 「住宅地等における農薬使用について（環境省水・大気環境局長及び農林水産省消費・

安全局長通知）」の認識 

樹木管理を行っている４４７か所のうち、病害虫の状況に応じた適切な防除や、周辺住

民への事前の周知などを指導している「住宅地等における農薬使用について（環境省水・

大気環境局長及び農林水産省消費・安全局長通知）(平成２５年４月)」の内容を承知して

いるかについては、「知っている」が２２７か所（５０．８％）、「知らない」が２２０か所

（４９．２％）でした。 

樹木管理において農薬を使用（散布）した９０か所について、上記通知を「知っている」

が４５か所（５０.０％）、「知らない」が４５か所（５０.０％）でした。通知を「知らな

い」と回答した機関の農薬散布時に講じた安全対策は図６のとおりです（複数回答有）。 

この場合も多くの施設等で複数の安全確保対策が講じられていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 農薬使用時の安全確保対策 
 

（９） 植栽管理業務を委託する際の入札資格要件について 

樹木管理を行っている４４７か所のうち、（８）の通知の取組事例を参考に、植栽管理業

務を委託する際の入札資格要件として、農薬適正使用アドバイザー等の資格を有している

ことを規定しているかについては、「規定している（予定を含む）」が２８か所（６.３％）、

「規定していない」が１９２か所（４３.０％）、「植栽管理業務を委託していない」が２２

７か所（５０.８％）でした。 
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３ まとめ 

取組方針は、化学物質の人体への影響の可能性や自然環境への負荷を極力抑えるために平成

１３年４月に策定されました。 

取組方針は、施設管理および樹木管理において病害虫等の発生の有無を確認せずに定期的に

薬剤（農薬）散布を行わず、まずは物理的な防除を検討し、やむを得ず薬剤（農薬）を使用する

場合薬剤量を必要最小限にとどめ、周囲への安全確保に十分努めるものとしています。 

調査結果を見ると、病害虫等が発生した施設や樹木のうち、防除方法として物理的防除を行

った施設の割合は、取組方針が策定された当初平成１３年度は施設４１．２％、樹木３４．４％

と比較的低い水準でしたが、平成１６年度以降は施設で５０～６０％台、樹木で６０～７０％

台の範囲で推移しています。令和７年度においては、物理的防除の実施率が施設で６０．５％、

樹木で６３．４％となっており、「何もしなかった」という回答が施設で１０．５％、樹木で１

０．６％あったことを考慮すると、約７割の施設において取組方針が遵守されていることが示

されました。 

病害虫等の発生がない施設での薬剤（農薬）使用施設数も、平成１３年度の施設４７施設、

樹木１９か所であったのが、平成１６年度以降は施設１０施設前後、樹木５か所前後で推移し

ています。令和７年度においては、施設では病害虫等の発生がなかった２５１施設のうち９施

設（３．６％）が薬剤を使用し、樹木では病害虫の発生がなかった２８６か所のうち８か所（２．

８％）が農薬を散布していました。 

なお、薬剤（農薬）を使用した場合の安全確保対策については、使用上の注意や使用方法の

遵守、使用（散布）範囲を最小限とするなど、多くの施設等で複数の対策が講じられていまし

た。これらの結果から、取組方針は平成１６年度以降概ね良好に推進されています。 

また、環境省作成「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」、「住宅地等に

おける農薬使用について（環境省水・大気環境局長及び農林水産省消費・安全局長通知）」につ

いては、樹木の管理を行っている機関の約半数が「知らない」と回答していることから、取組

方針・通知が求める安全確保対策について書かれた「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュ

アル」及び「同優良事例集」等について再度周知を行います。 

また、内分泌かく乱化学物質問題については、令和４年１０月に環境省が策定した「化学物

質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応－EXTEND2022－」で、EXTEND 2010 以来の基本理念を

踏襲し、既に確立した試験・枠組みを維持した上で、評価すべき物質の母集団の拡大、新たに

確立した試験法を用いた試験・評価の実施、国際的に研究が進められている新たな評価手法に

関する検討、リスク管理に向けた評価のあり方の検討等、新規の課題に取り組むこととしてい

ます。 

埼玉県では、この取組方針を「埼玉県における化学物質の内分泌かく乱作用に関する取組方

針（平成１３年２月副知事決裁）」の中での県の率先事項として位置づけて取り組んできました。   

引き続き、化学物質による環境リスクの低減を図るため、国の動向を注視し、関係部局と連

携して取組方針の一層の推進に努めてまいります。 
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【関係資料】 

１ 「県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針」の実施状況アンケートフォーム 

（１） 施設管理 別添１－１ 

（２） 樹木管理 別添１－２ 

２ 「県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針」の実施状況調査結果 

 （１） 取組方針実施状況調査結果（概要） 別添２－１ 

 （２） 取組方針に関する意見要望等 別添２－２ 

３ 埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針 別添３ 

４ 埼玉県における化学物質の内分泌かく乱作用に関する取組方針 別添４  



別添１－１







別添１－２
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別添２－１ 取組方針実施状況調査結果（概要） 

 

管理区分      病害虫等の発生状況   病害虫発生時の対応      使用(散布)した薬剤   使用(散布)時の安全確保対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病害虫等発生あり 

 200   44.3 % 

使用上の注意遵守 

     93    93.9 % 

最小限の範囲に使用 

   77    77.8 % 

防除作業時の防護 

   39   39.4 % 

薬剤使用の事前周知 

   35   35.4 % 

薬剤使用後の強制換気 

   30    30.3 % 

物理的防除のみ 

      76   38.0 % 

物理的防除及び薬剤による防除 

     45   22.5 % 

何もしなかった 

    21   10.5 % 

その他(毒餌等) 

    13  6.5 % 

医薬品・医薬部外品 

  85   85.9 % 

その他(市販殺虫剤

等) 

   14   14.1 % 

その他（空調停止等） 

    13   13.1 % 

回答件数 

    451 

薬剤使用(散布)の実施 

    9   3.6 % 

薬剤使用(散布)なし 

     242  96.4 % 

病害虫等発生なし 

 251   55.7 % 

1 施設管理 

※ 主な病害虫等 

ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ  26.7 % 

ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ   22.7 % 

イラガ    11.6 % 

病害虫発生あり 

 161   36.0 % 

使用方法の遵守 

      81   96.4 % 

最小限の範囲に散布 

    72   85.7 % 

防除作業時の防護 

    58   69.0 % 

農薬散布を事前周知 

     23   27.4 % 

立札等による立入制限 

    35   41.7 % 

物理的防除のみ 

    51   31.7 % 

薬剤による防除のみ 

     25   15.5 % 

何もしなかった 

    17   10.6 % 

その他(ﾌｪﾛﾓﾝﾄﾗｯﾌﾟ等) 

     17   10.6 % 

農薬 

   77   91.7 % 

その他(市販殺虫剤) 

  7    8.3 % 

薬剤乾燥までの立入制限 

    35   41.7 % 
回答件数 

447 

農薬散布の実施 

    8    2.8 % 

農薬散布なし 

    278  97.2 % 

病害虫発生なし 

 286  64.0 % 

2 樹木管理 

※ 主な病害虫等 

ゴキブリ 61.8% 

ネズミ  13.7% 

ハエ     4.2% 

 

知っている 

 227   50.8 % 

知らない 

 220   49.2 % 

樹木管理 

   447  

＜参考２＞ 
「住宅地等における農薬使用について」通
知の周知状況 

その他（休館日に実施等） 

    11   13.1 % 

＜参考３＞ 
植栽管理業務を委託する際の入札資格要件
の規定状況 

知っている、参考になった 

  162   36.2 % 

樹木管理 

  447  
知っているが、参考にならなかった 

   40    8.9 % 

知らない 

  245   54.8 % 

＜参考１＞ 
環境省作成「公園・街路樹等病害虫・雑草管
理マニュアル優良事例集」の周知状況 

規定している 

   28    6.3 % 

業務委託していない 

  227   50.8 % 

樹木管理 

   447  

規定していない 

  192   43.0 % 

薬剤による防除のみ 

      45   22.5 % 

物理的防除及び薬剤による防除 

     51   31.7 % 



 

 

別添２－２ 取組方針に関する意見要望等 

〇「15.マニュアル優良事例集、16.農薬使用について」は参考になりました。 

なお、毎年度、病害虫が発生する前（春から夏の時期）に、県の取組方針に関して周知い

ただく機会がありましたら、特に新任者・施設管理者は助かると思います。 

 （既に周知されていましたら、認識不足で大変申し訳ありません。） 

〇今回のアンケートを踏まえ、ペルメトリンを含まない医薬品燻煙剤に変更します。 

〇上記「回答（特に何もしなかった）」の補足。 

指定管理者によると、コバエ発生は一時的な事象、ゴキブリは屋外での発生であったため

殺虫剤等の使用はしなかったとの話があった。 

〇昨年度は病害虫が発生し、樹木を枯らしたため、薬剤散布を行いました。 

〇浄水場という水処理施設では安全上、除草剤散布は原則使用しないこととしている。 

〇R7.4.1～R7.8.31 ではないが、令和７年９月下旬ごろ敷地内のソメイヨシノがクビアカツ

ヤカミキリと思われる害虫による被害を受けた。業者に依頼し、１０月に薬剤注入の処置

を行った。 

〇枯損要因、危険な害虫の発生などの最新情報の発信をお願いしたい。 

〇業者や団体にも取組方針が共有されていれば、円滑に進むと思います。 

 専門知識のある職員や業者の巡回、または相談窓口があればとても助かります。 

〇幸い薬剤を散布するような量の害虫発生はありませんが、学校という場所柄あまり使用で

きるような環境ではありません。 

 設立した頃の緑化ブームにより半端ない数の木を植樹しているため、予算もあまり無いた

め剪定も追い付かず管理ができていない状況にあります。 

〇クビアカツヤカミキリの駆除について、県としての対応を示してほしい 

 

  



 

 

別添３  埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する取組方針 

   

平成１３年 ２月 ８日策定 

改正 平成２０年１月２８日決裁 

 

１ 趣旨 

近年、日常生活のさまざまな場面で化学物質に接する機会が増えたことから、内分泌かく乱化

学物質（いわゆる環境ホルモン）やダイオキシン類などに対する県民の健康や生態系への影響が

懸念されている。 

県においては、消毒や害虫駆除用の薬剤を使用している機関があるが、散布される薬剤によっ

ては、内分泌かく乱作用が疑われる物質が含まれる場合もあり、これらの化学物質に対する県民

の関心は高い。 

この取組方針は、化学物質の人体への影響の可能性や、自然環境への負荷を極力抑え、化

学物質による環境リスクの低減を図ることを趣旨として定めるものである。 

 

２ 県有施設(県庁舎、県立学校等)の消毒等についての取組方針 

 (1) 県有施設において、病害虫等の発生の有無等を確認せずに定期的に薬剤散布を行うことは、

これを行わず、次の方法によるものとする。 

ア 定期的な生息状況調査等により、害虫等の発生状況を把握し、発生が確認された場合は、

基本的に罠などのしかけ等による捕殺など物理的な方法により駆除するものとする。 

イ アの方法によらず、薬剤使用の必要がある場合には、まず散布以外の餌による誘殺、塗布

等の方法を検討し、やむを得ず散布による方法をとる場合には、使用する薬剤量を必要最少

限にとどめるものとする。 

この場合、容器等に記載されている使用上の注意事項等を確実に遵守するほか、施設利

用者等関係者への周知や、散布に当たって必要な安全確保に十分努めるものとする。 

     特に、環境庁が平成 10 年 5 月に定めた「内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方

針について－環境ホルモン戦略 SPEED’98－」（平成 12 年 11 月改訂。以下、「SPEED'98」とい

う。）で「優先して調査研究を進めていく必要性の高い物質群」としてリストアップされた物質を

含む薬剤については、化学物質のリスク管理のために、当面は使用をしないこととする。 

 (2) ごみを放置しない、清掃を徹底するなど、施設の管理面からも、ねずみ、害虫等の  発生防

止に努めるものとする。 

 

３ 樹木の消毒等についての取組方針 

 (1) 樹木の消毒等において、病害虫の発生の有無等を確認せずに、定期的に農薬の散布を行う

ことは、これを行わず、次の方法によるものとする。  

ア 病害虫やこれらによる被害発生を見た場合は、被害を受けた部分をせん定等により除去す

るものとする。 

せん定枝はチップ化して堆肥化・被覆材利用をする、あるいは適正な焼却により処分するな



 

 

ど、二次的な環境汚染を起こさないよう配慮する。 

イ  アの方法によらず、農薬使用の必要がある場合は、まず誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外

の方法を活用するとともに、やむを得ず散布を行う場合には、使用する薬剤量、散布範囲等を

必要最少限にとどめるものとする。 

特に、SPEED'98 で「優先して調査研究を進めていく必要性の高い物質群」としてリストアップ

された物質を含む農薬については、化学物質のリスク管理のために、当面は使用をしないこと

とする。 

農薬を使用する場合は、次のとおりとする。 

(ア) 農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用する。 

(イ) 容器等に記載された適用病害虫、希釈倍数等定められた使用方法を必ず遵守する。 

(ウ) 防護用具の着用等を徹底する。 

(エ) 散布に当たっては、必要に応じて、周辺住民等の関係者への連絡や立札の設置を行うな

ど、安全確保に十分努めるものとする。 

 (2) 薬剤散布に替わる防除方法の研究開発動向等に注視し、今後も幅広い視野で検討を行って

いくものとする。 

 

  附則 

この方針は、平成１３年４月１日から適用する。 

  附則 

この方針は、平成２０年４月１日から適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別添４








